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研修対象者
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ただし、次の者は、研修対象者から除くことが出来るものとする。
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（２）受講を希望する者

※ 研修対象者に該当する整備管理者と兼務して自動車検査員又は整備主任者として選任
されている方は、自動車検査員研修又は整備主任者研修を受講しても当該整備管理者
研修を受講する必要があります。

公益社団法人　大分県トラック協会長

（ 公 印 省 略 ）

九 運 大 第 ９ ９ ７ 号

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日

平成１４年度より研修の受講義務を２年毎に１回とするため、令和６年度
の定期研修を受講した者。

令和７年度の整備管理者選任前研修を受講して、初めて整備管理者として
選任された者。

令 和 ７ 年 度 整 備 管 理 者 定 期 ( 選 任 後 ) 研 修 の 実 施 に つ い て

記

道路運送車両法第５０条第１項の規定に基づき選任された整備管理者及び令和
６年度以降に初めて整備管理者に選任された者。

九州運輸局

大分運輸支局長

　道路運送車両法第５０条第１項に基づき選任された下記の整備管理者等に対し、標記
研修を別添計画表のとおり実施することとしたので、貴協会傘下会員に対し出席の取り
計らい方お願い致します。
　あわせて、研修当日は公共交通機関のご利用若しくは乗り合わせへのご協力をお願い
するとともに、大分県教育会館内の駐車場の使用は控え、会館下の専用駐車場に駐めて
頂くようお願い致します。
　なお、整備管理者カードをお持ちの方には、修了印を押印しますのでご持参いただく
よう周知をお願い致します。
　また、業務多忙の折り、誠に恐縮に存じますが、実施に際して特段のご支援ご協力を
賜りますと共に、実施結果（出欠状況等）については研修終了後、当支局整備部門担当
者あて報告方併せてお願い致します。




